
　　　　

東京都歯科健康保険組合理事長あて

        

○　産前産後休業終了時報酬月額変更届とは
 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、産前産後休業

 終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができます。

 ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。

１.　二以上勤務被保険者　　　２.　短時間労働者　　　３.　パート　　　　　４.　その他 (             　     )

（特定適用事業所等)

⑰
該当する場合はチェックしてください

※　産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて　　
月変該当
の確認

産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて、
開始していません育児休業等を開始していませんか。    育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。
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産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定について申出します。
     (健康保険法施行規則第38条の３）
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